ハワイ州運転免許取得手続について

１．短期滞在者が自動車を運転する場合

　ハワイ州においては、入国後１年以内であれば、有効な日本の運転免許証で運転が可能です。入国日を証明するためにパスポートの携行が必要であるほか、誤って無免許運転として取り締まりを受けた例もありますので、国際運転免許証も携行することを強くお勧めします。

２．ハワイ州運転免許取得方法

　　免許取得方法の概要は次のとおりです。詳細につきましては、運転免許試験場等にお問い合わせ願います。

（１）免許取得可能年齢

　　　１６歳以上（ただし、１８歳未満の方は保護者の承認が必要）

（２）試験の種類

　　筆記試験と実技試験を受ける必要があります（いずれも英語）。まず筆記試験（同時に視力検査あり）を受験し、合格したら仮免許証が発行されます（８０％以上正解で合格）。仮免許証取得後１年以内に実技試験に合格する必要があります。仮免許証により公道で運転の練習を行うためには、免許証保持者の同乗が必要です。

　　　筆記試験の問題集は、市販のHawaii Driver’s Manualに掲載されているほか、州運輸局のウェブサイト（http://hawaii.gov/dot/highways/hwy-v/mvso.htm）からも入手できます。

　　　実技試験を受験する際は事前の予約が必要です。オアフ島においては、予約取得はインターネットから行うことができます。　→　www.honolulu.gov
　　実技試験を受ける際の必要事項は次のとおりです。

　　　　・１８歳以上の免許証保持者の同伴

　　　　・有効な車両登録証の携行

　　　　・有効なハワイ州車両保険証明カードの携行

（３）試験会場

　　　筆記試験、実技試験とも次の運転免許試験場で受けることとなります。

（オアフ島）

　　　ホノルル（Kalihi-Kapalama）：電話８０８－８３２－４１１７

　　　　1199 Dillingham Bivd., Honolulu

　　　カネオヘ（Koolau）：電話８０８－２３９－６３０１

　　　　47-388 Hui Iwa St., Suite 19, Koolau

　　　ワヒアワ（Wahiawa）：電話８０８－６２１－７２５５

　　　　330 North Cane St., Wahiawa

　　　ワイアナエ（Waianae）：電話８０８－６９６－６６４８

　　　　85-670 Farrington Highway

　　　カポレイ（Kapolei）：電話８０８－７６８－３１００

　　　　1000 Ulu’ohi’a St., Kapolei

（ハワイ島）

　　　ヒロ警察署：電話８０８－９６１－２２２２

　　　ワイメア警察署：電話８０８－８８７－３０８７

　　　カパアウ警察署：電話８０８－８８７－３０８７

　　　カイルア・コナ：電話８０８－３２７－３５８０

　　　　75-5722 Hanama Place, Kailua-Kona

　　　ナアレフ警察署：電話８０８－３２７－３５８０

（マウイ島）

　　　カフルイ（マウイモールショッピングセンター内）：電話８０８－２７０－８０８０

　　70 E. Kaahumanu Ave., Suite A-17, Kahului

　　　ラハイナ（ラハイナシビックセンター内）

　　　キヘイ（キヘイコミュニティセンター内）

　　　　303 East LipoaSt., Kihei

　　　プカラニ（アップカントリーオフィス）

　　　　91 Pukalani St., Pukalani

　　　ハナ：電話８０８－２４８－７２８０

（カウアイ島）

　　　リフエ：電話８０８－２４１－４２４２

　　　　4444 Rice St., Suite A480, Lihue

